
認定基準と して ① 気象 ・ 地勢 ・ 道路等の状況にかんがみて，

他の交通駿|測により代替することがし、ちじるしく困難なもの

②経営困難なため老朽化した設備の取替えおよび修絡を行う

ことがし、ちじるしく困難である。という 2 条件を具備すること

が必要である。

エ 借入金利子補給以上に掲げた総定鉄道 ・ 承認鉄道が迷

輸大臣の指示にもとづいて当該地方鉄道の設備の改良を行う場

合(改良補助にかかわる分をのぞく )， 当該改良工事が借入金で

まかなわれるとき，位務者たる認定鉄道もしくは承認鉄道が，

債権者たる金融繊!閃に対して支払うべき借入金利子の負担を軽

減するために行われる補助であって，政府と金融後関との間に

結ばれる ， 政府の金融駿関に対する利子補給契約によって行わ

れる。

(2) 間接補助

本法の第 3 条の規定による認定鉄道(新線認定鉄道について

は敷設の完了したもの)，および同条の規定によって永穏をうけ

た改良計画を完了した地方鉄道の固定資産税および事業税にl刻

しては，地方税法第 6 条の規定の適用があるものとされ， した

がって同条によれば，地方公共団体は公益上その他の事由によ

って課税を不適当とする場合は， 線税をしないこととされる。

(3) 補助金または補給金の計算

ア 補助金の青卜'~

(乃新線布IìDiJ 'iilìDJJ率は予算の純間内で，固定資産の1聞紙の

年 6 分に相当する微を限度とする(本法第 8 条において 6 分に

相当する古買を有IìJl7Jするとあるが， 昭和 29 年法律第 129 号，補助

金の臨時特例に関する法律第 20 条で，上記のとおり読かえる)。

益金率が固定資産の 10 % をこえる場合は，補助は停止される。

主主金算出の方法は木法の施行規則lに規定されている。営業収入

中には営業外収益を含み，営業支出は営業政に諸税を1mえた額

に，営業外資用中借入金利子等を含むものとする(臨時雑損的

なI/'t.用をのぞく)。なお同整備法施行の日を含む営業年度の前営

業年度末からさかのぼり 1 年間の常態と認められる営業費(標

準営業政)が，突際営業費を下まわった際は標準営業fJ'1が採用

される。その反対の場合は笑際営業政が採用される。布日助Jt.!J聞

は当該新線が巡輸営業を開始してから 10 箇年である。

(1) 欠損補助 認定期間中の当該補助営業年度の欠損相当額

を 毎年予t):の絡協内で布fi助金として交付する。援金のt):出方

については，前示新線補助を参照(なお， 欠損相当傾について

は前掲補助金の臨時特例に関する法律によって， 欠損に相当す

る綴を限度としてと読替えられる)。補助Jt.!J間については特別の

制限はない。

(吟 改良工事布~ì Jt)J 承認をうけた改良計画による改良工事が

完了してからのち， 当該固定資産の悩古~Iの年 6 分に相当する金

傾を予算の純閣内で支払う(前掲補助金の臨時特例に関する法

律で 6 分に相当する金額とは， 6 分に相当する書買を限度として

と読答えられる)。

なお新線補助と同機，補助期間は当該改良工事完了後 10 箇年

でゐる。益金率(当該改良工事の属する全国定資産と益金との

比) 10 % こえるときは補助は停止される。益金の311品法につい

ては新線補助を参照。

イ 有Iì給金の計算認定または承認鉄道が政府の指示にも と

づいてなす地方鉄道の設備の改良工事政について， 当該鉄道が

借入資金によ ってこれを行う場合， 政府が当該鉄道の金融機関

に対して支払うべき利子を政府とfí'1.権者たる金融後|測との間の

利子補給金に関する契約にもとづいて，政府が金融緩闘に対し

て利子の補給をなすのである。この場合における補給金算出の

ちほうてつど

基準は，当該金融俊関が通常それと同種類の融資を行う場合の

利率と 7 分 5 厘との差額の範囲内で，運輸大臣が定める告示

(未公布)で定める額を限度として，政府が当該金融緩!刻に対し

て利子を補給することができる。補給の年限は当該矛IJ子補給の

契約をしたとき より 8 箇年間とされる。なお政府と金融緩関が

利子補給契約を結ぶ場合には，利子補給金の総額が国会で議決

した総額をこえることはできないこととなってている。

2 補償

国鉄が地方鉄道と接近または並行して線路を敷設して運輸を

開始したため，地方鉄道業者がこれと接近しまたは並行する区

i聞について ① 営業を継続することができなくてこれを廃止

した際， 国鉄がその損失を補償する場合(廃止補償) ② 営業

は継続できるが，その収益がし、ちじるしく減少したことによっ

て，益金減少による損失を生じ， これを国鉄が補償する場合(継

続補償)の 2 つがある。

( 1 ) 廃止補償 廃止補償の場合は， 国鉄の営業を開始した 日

の属する営業年度の前事業年度末からさかのぼり ， 過去 3 箇年

間の当該廃止区間にかかわる固定資産に対する平均益金率を算

出して ， これを国鉄が運輸開始した日における，当該地方鉄道

の固定資産の価額に察じてえた益金を 12% で還元して，収益に

見合った企業評価をして，これから残存物件の価額を主主除した

鰍とする。この場合の固定資産価額は突際の簿価を基礎として，

資産再評価法等にもとづくところの適正な評価額である。益金

の還元をしても ， 固定資産の価額に達しないとき，または営業

開始 3 年未満のものは，国鉄開業の日における固定資産の価額

とされる。益金の算出方の細自については本法施行規則に定め

られている。

(2) 営業継続補償 前示(1)の計算と悶様の平均益金率を算出

して，これを補償金計算期間中の毎営業年度末の， 営業用固定

資産の価額に乗 じてえた額に不足する金額を補償金額とする。

なお平均益金率算定の基礎となる既往年度が 3 年に満たない場

合は，その 3 年に満たない突際の益金率に よる。補償の継続期

間は運輸開始後 5 箇年をこえることはできない。また継続補償

と廃止補償とを同時にうけることもできない。以上 2 極の補償

計算は政府がこれを行い， 補償は国鉄がこれを行う。ただし，

国鉄の新線の敷設が政府の命令にもとづく ときは， 政府は国鉄

に対して， 当該補償金に相当する金額を支払う。ー--"地方鉄道

軌道の補償。(森島省吾)

ちぼ う てつど う きど う とうけいねん lまう 地方鉄道軌道統

計年報 運輸省鉄道監督局(民営鉄道部)が編集作成する地方

鉄道および軌道の運輸 ・ 運転・施設 ・ 職員・経理等に関する諸

統計の年報であって，通例毎年 3 月ごろに前年度分(たとえば

昭和 30 ・ 3 に昭和 28 年度分)の年報が作成されている。地方鉄

道および軌道に関する諸統計の年報としては，昭和 23 年度まで

は鉄道統計年報の監l!U請に集録されていたのであるが， 24 ・ 6 国

鉄が運輸省から分離独立したのに伴ない， 24 年度以降鉄道統計

年報から分縦して見Ij倒に作成されるようになったのである。こ

の統計年報の基礎資料となるものは，地方欽道業者および軌道

経営者がそれぞれ運輸大臣に提出する営業報告書および統計報

告容であって，これらは毎営業年度経過後 2 箇月以内に所定の

様式にしたがって調製し，所管陸運局長を経由して連絡大臣(運

繍省鉄道監管局民営鉄道部)に提出されるのである(地方鉄道法

施行規J1IJ第 49 条， 軌道法施行規則第 27 条)。

内容は地方鉄道主軌道の 2 部に大別され， 両者に共通な項目

として ① 免許(特許) ・ 免許失効(特許失効)・開業 ・ 合併 ・

譲渡 ② 営業年度区分 ③ 線路線数別延長および停車場数




